	提出用５
（ブロック理事のみ）



	育成会番号
（名簿の番号）
	



	【ブロック事業補助金とは】
１　趣　旨
　　子ども同士が触れ合える機会を増やすため、複数の育成会が連携して実施する交流活動等に、
　　「ブロック補助金」を交付します。
２　補助金の交付要件
　　①ブロック内活動を実施する地区に対してのみ交付する。
　　②ブロック内子ども会の交流を深めることを目的とした、複数の育成会での共同事業であること。
３　算定基準
　　申請のあったブロックに、構成育成会数に１，５００円を乗じた額を交付します。
※交付を受けた金額以上の事業費になるようにしてください。
※ブロック事業がなく、補助金の申請をしないブロックは、この書類を提出する必要はありません。






令和８年度　ブロック事業補助金申請書

年　　月　　日　　
上田市子ども会育成連絡協議会
会　長　　様
【申請者】ブロック名　　　　　　　　　　　　　　

ブロック理事名　　　　　　　　　　　　　　

「ブロック事業」を実施したいので、下記のとおり申請します。

１　事業計画
	日程
	活動名
	活動内容
	参加育成会数

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



２　事業予算計画
　ア　収入　　　　　　　　　円
	項目
	金額
	算出基礎

	市子連より
	円
	　　　育成会数　×　１，５００円

	
	円
	

	
	円
	

	
	円
	

	
	円
	

	合計
	円
	



　イ　支出　　　　　　　　　円
	項目
	金額
	算出基礎

	
	円
	

	
	円
	

	
	円
	

	
	円
	

	
	円
	

	合計
	円
	



３　助成を受けたい金額
	金額
	算出基礎

	　　　　　　　円
	１，５００円×　　　　育成会数




４　振込口座
	金融機関名
	（　　　　　　　　）銀行（　　　　　　　　）支店
ゆうちょ銀行　記号（　　　　　　　　）
信州うえだ農協（　　　　　　　　）支店
上田信用金庫（　　　　　　　　）支店
長野県信用組合（　　　　　　　　）支店

	口座番号
	[　普通・当座　（どちらかに○）]
（　　　　　　　　　　　　　　　　）

	ふりがな
口座名義
	


※必ず団体名の口座でお願いします。（ブロックの口座が望ましいですが、お持ちでない場合は、代表して理事所属の育成会口座を使用しても構いません。）
※口座番号等が記載されている通帳の写し（表紙など）を添付してください
